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 代表取締役 富屋 誠一郎 

 

弊行は、２００９年１月から２００９年１２月までの間に最終異動日等のあ

った預金を２０２０年 6 月までに預金保険機構に納付します。当該納付の日に

おいて当該預金に係る債権は消滅するところ、当該預金に係る預金者であった

方は、弊行を通じて当該預金に係る元本及び利息に相当する額の金銭（休眠預

金代替金）の支払を請求できます。 

以 上 

 


